
保健研究センターだより 

急性脳炎について 
 

今回は、医療機関の先生方へのお願いとして、記載しております。 
 
 

感染症発生動向調査の５類全数報告疾患には、「急性脳炎」があります（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒

介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く）。医師は、症状や所見から急性脳炎が

疑われ、かつ、届出のために必要な臨床症状を呈しているため、急性脳炎患者と診断した場合には、法第１２条第

１項の規定により、７日以内に届け出ていただく必要があります。必要な臨床症状とは、意識障害を伴って死亡した

人、又は意識障害を伴って２４時間以上入院した人で、【３８℃以上の高熱】【何らかの中枢神経症状】【先行感染

症状】のうち１つでもあれば、届出の対象となります（熱性痙攣、代謝疾患、脳血管障害、脳腫瘍、外傷など、明らかに感

染性とは異なるものは除外）。 
 
 

急性脳炎・脳症の原因は、感染性病原体によるものばかりではありません。しかし、何らかの感染を発

端として発症・進行する事もあり、脳炎・脳症を発症する前の感染症を把握する事が重要になります。小

児の急性脳炎の原因としては、インフルエンザウイルスによるものが多いとされ、次いでヒトヘルペスウイ

ルス６／７、ロタウイルス、RS ウイルス、マイコプラズマなど、他にも色々あるとされます。これらのウイルス

の先行感染がはっきりしていた場合もありますが、中には発熱以外の症状が無く、急激に進行する場合

もあり、その場合の原因究明は非常に困難です。 

 

奈良県保健研究センターでは、当センターで検出できない場合には、国立感染症研究所厚生労働

科学研究班（代表者：多屋響子先生）へ依頼し、急性脳炎・脳症の原因病原体の解明を行っています。

研究班により、170 種以上のウイルスを検出する Multivirus real time PCR や次世代シーケンサーによる

メタゲノム RNA-seq などが実施されます。 

 

この研究班による検査には、急性期の５点セット検体（①髄液、髄液がない場合は脳生検材料でも

可、②全血/血清、③咽頭ぬぐい液（気管吸引液等）、④尿、⑤便）を小分して、直ちに－７０℃凍結保

管していただくことが必要です。症状が発熱だけの時などは、これらの検体を確保することも難しいかと

思われますが、その頃がウイルス血症の時期とも考えられるため、是非検体確保いただきたいものでもあ

ります。 

５類全数報告の急性脳炎・脳症と診断される事例がありましたら、管轄保健所に急性脳炎として届け

出ていただくとともに、急性期５点セット検体を確保し、小分けして超低温保存いただきますよう、よろしく

お願いいたします。 
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